
近畿中国森林管理局では、管理する国有林野のうち、
原生的な森林生態系を有する森林や希少な野生生物が生
育・生息する森林など、生物多様性の核となる森林を
「保護林」に設定し人手を加えず自然のままに維持管理
する施策を行っています。
保護林は、あまたの生物をはぐくむよりどころとなり、

ニッポンの生物多様性を支えているのです。
本ミニガイドでは、当局管内81か所の保護林の中から

おススメのいくつかをピックアップし、その魅力を皆様
にお届けします。あなたの「保護林に行く」きっかけに。
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保護林制度は大正４年に制定さ
れました。当局管内にも、古いも
のでは大正初期に設定された保護
林がいくつかあります。
我が国の自然保護制度の歴史を

見てみると、天然記念物は大正８
年、自然公園は昭和６年に始まっ
た制度。実は近代日本において、
保護林は各種自然保護制度の先駆
け的存在なのです。
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国有林の現場の最前線には「森林官」と呼
ばれる林野庁職員が駐在しています。
森林官は、保護林などの国有林の巡視や調

査、木材生産などの事業の監督、地元自治体
や住民との連絡調整など、多岐にわたる業務
に日々取り組んでいます。

登山道や遊歩道が整備されている保護林にレクリエーション目的で入林する場合、入林届の提出は不要です（警察等に提出する登山届
は別途必要な場合あり）。ただし、入林は自己責任が原則。天候や現地の情報を確認し、体調を整え、十分な装備で入林してください。

• 悪天候時には滑落、落石、倒木、崩壊等の危険が高まるため、入林を控えましょう
• 火気の取扱いには十分注意をし、ごみは必ず持ち帰りましょう
• 動植物の保護と安全な利用のため、歩道等を外れないようにしましょう（許可なく動植物の捕獲や採取をしないでください）

緑の回廊は「保護林」同士を連結することで森林
生態系のネットワークを強化し、野生生物の相互移
動を促す仕組みです。管内では「白山山系」、「越
美山地」、「東中国」の３つが設定されています。
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